
 

 

平成 26年 2月 7日 

各 位 

会 社 名 ミサワホーム株式会社 

代表者名 代表取締役 竹中 宣雄 

（コード番号1722 東証・名証第一部） 

問合せ先 経営企画部長 苅米 信俊 

（TEL：03-3349-8088） 

株主優待制度の導入に関するお知らせ 

 

当社は、平成 26年 1月 30日開催の取締役会において、株主優待制度の導入について以下のとおり決議いたしま

したので、お知らせいたします。 

記 

１．株主優待制度導入の目的 

株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式の投資魅力を高め、より多くの株主様に中長期的

に保有いただくことを目的としています。 

 

２．株主優待制度の概要 

（１）対象となる株主様 

毎年 9月 30日及び 3月 31日現在の株主名簿に記録された 1単元（100株）以上保有されている株主様を

対象といたします。 

 

（２）株主優待の内容 

① 当社グループ各社で利用可能な優待券の贈呈 

住宅の購入時及びリフォーム時において、一定の割合で割引いたします。 

建物等区分 割引率 利用条件（一部抜粋） 

工業化住宅 戸建住宅 建物本体価格 3％ ・当社グループの住宅販売・施工会社にて利用可能 

・有効期間は発行から 6ヶ月 

・建物 1棟又はリフォーム 1回に付き 1枚利用可能 

・他のキャンペーンとの併用不可 

・譲渡可能 

賃貸住宅 建物本体価格 1％ 

分譲住宅 建物本体価格 3％ 

在来木造住宅 

（MJ-Wood） 

戸建住宅  

工事請負価格 2％ 

 

賃貸住宅 

分譲住宅 

リフォーム 工事代金 3％ ・100万円以上の工事に限る 

     ※その他利用条件など詳細につきましては、優待券の送付時に併せてお知らせいたします。また、近日中に当社ホームペ

ージ（ http://www.misawa.co.jp ）に掲載いたします。 

② クオカードの贈呈 

保有株式数に応じて、社会貢献型寄附金付クオカードを贈呈いたします。当社は、株主様にご利用いただい

た金額の一部を、環境保全や子どもの教育支援等を推進する団体に寄附いたします。尚、株主様は、全額お使

いいただけます。 

   

 

 

 

 

３．株主優待制度開始時期 

   平成 26年 3月 31日現在の株主名簿に記録された 1単元（100株）以上保有されている株主様を対象に開始

いたします。                                        

 以 上 

保有株式数 内容 

100株以上 1,000株未満 クオカード 1,000円分 

1,000株以上 10,000株未満 クオカード 2,000円分 

10,000株以上 クオカード 3,000円分 


